　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年１月２９日

　会員団体傘下の会員企業各位

　　　　　　　　　　　　　一般社団法人 全国中小建設業協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　土 志 田　領　司


　新年の挨拶が遅くなりましたが、皆様新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆さま方におかれましては、平素より中小建設業界の健全な発展のため、当協会の活動に対しまして特段のご理解とご協力を賜り、心から厚く御礼申し上げます。

　昨年末からのコロナウイルス感染が第３波となって再拡大して、今年は新年早々、緊急事態宣言が発出される中でも国会は開催され、我々の生命線である、令和２年度第３次補正予算は昨日成立いたしました。
　これは、一般社団法人 全国中小建設業協会が、令和2年度期限の「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策の拡充・延長」を強く要望した成果であり、国はじめ関係各位に心から深く感謝いたしております。日建連・全建その他全ての建設業団体があらゆる形での要望活動をしてきた努力が実ったと言えます。
　成立予算のうち、防災・減災、国土強靱化のための５ヵ年加速化対策のための初年度となる「防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保」のための経費が次のとおり盛り込まれました。
　　防災・減災、国土強靱化の推進など３兆１，４１４億円

　　安全・安心の確保２兆　　９３６億円

　　　うち防災・減災、国土強靱化の推進　　６，３３６億円

　　　うち自然災害からの復旧・復興の加速　　４，１４１億円

　　　うち国民の安全・安心の確保
　併せて、令和２年度第３次補正予算とこれから国会で審議される令和３年度当初予算案が一体的に計上され、「１５か月予算」の考え方が採用されております。
　今後は、せっかくつけていただいた予算を地方自治体に配分していただくことが重要です。そのためには、全国１，７２４市区町村（策定済８０１自治体）が国土強靭化地域計画を策定し、その計画に基づき、具体的な事業の補助申請・交付申請をすることで対象になるため、全中建としても各会員団体において、要望活動を展開していただくことが重要です。コロナ禍ではありますが会員の皆様にはよろしくお願い申し上げます。

　また、全国の都道府県や市区町村が発注する公共工事は、中小建設業者が受注の柱としている事業であり、資材調達に大きな支障はないこと、人手不足などの施工能力に問題がないことから、人材確保・育成、資機材の調達等に見通しをもって計画的に行うことができれば、新型コロナウイルス感染症による景気下振れ対策、国土強靭化対策、公共施設老朽化対策及び災害対策等に対処できると当協会は主張しています。引き続き、適正予算・適正工期・平準化・最低制限価格９５％・書類の簡素化などを強く要望してまいります。

　次に、昨年秋で８年目を迎えた全国ブロック別意見交換会を通じて、当協会各地域おける建設業の現状を国土交通省に対してお伝えするとともに、改正品確法、入契法の発注関係事務の運用指針や働き方改革の取り組みなど、国の施策の趣旨が、都道府県、市区町村の末端の担当者にまで浸透することが重要であることから、更なる指導・徹底のお願いをしております。
　国土交通省は、当協会の意見・要望を、このところよく取り上げていただいており、昨年末には「公共工事の入札及び契約の適正化に向けた都道府県公契連との連携体制の強化について」を１２月２３日に総務省、国土交通省連名で発出されました。（別添参照）

　これは、ダンピング対策、工事発注及び引渡時期の平準化などの入札契約の適正化及び建設キャリアアップシステムの活用を促進するため、市区町村の契約担当者が集まる都道府県の「公共工事契約業務連絡協議会（公契連）」に総務省と国土交通省が連携を強化して参画するもので、両省が直接、これら入札契約の適正化などの取り組みの着手や働きかけをしていただくことになったものです。公契連の開催に当たっては必要に応じて契約部局、財政部局、各事業部局の参画、連携を求めています。

　昨年4月1日付けで国から指定公共機関として指定を受けました。災害対応がしっかりできるのは、全中建の会員の皆さんです。更なる緊急出動体制の強化をお願いいたします。

最後に、業界で働く労働者の処遇改善を図るとともに、災害対応などの社会貢献ができるよう若手技術者・技能者の確保に力を注いでいくには、新３Ｋの実現以外にはありません。これからも会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

